
令和 2 年度「工事成績を入札参加条件とする制限付一般競争入札」の実施について

令和２年５月１８日

１ 実施内容

H27.4.1から R2.3.31までに完成検査を受けた本市又は本市上下水道局が発注した建設工事

における平均成績点以上を有している業者を対象として実施する。

工種ごとの発注基準の総合数値上位2区分については、次のとおりとする。

   (1)上位 2区分の平均成績点が全体の平均成績点以下の場合：全体の平均成績点

    (2)上位 2区分の平均成績点が全体の平均成績点を超える場合

    ア.最上位区分の平均成績点が上位 2番目の区分の平均成績点以下の場合

：上位 2番目の区分の平均成績点

        イ.最上位区分の平均成績点が上位 2番目の区分の平均成績点以上の場合

     (ア)最上位区分：最上位区分の平均成績点

     (イ)上位 2番目区分：上位 2番目区分の平均成績点

    なお、当該入札に参加しようとする者において、市及び上下水道局が発注した建設工事の

うち、H30.4.1 から R2.3.31 までに完成検査を受けたものに、成績点が標準点(70 点）未満

となった工事がある場合は、当該工種に係る工事の入札には参加できない。

   また、H30.4.1 から R2.3.31 までに指名停止期間がある場合は、入札には参加できない。

２ 実施工種

工事の発注状況を勘案し、次の８工種において実施する。

土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、機械器具設置、造園、水道施設

３ 落札制限の適用

年度内落札制限（６回）については、適用除外とする。ただし、同日落札制限は適用する。

４ 入札参加条件の確認方法

入札公告には、「工事成績付き」などの表現は記載しない。公告中「２入札に参加する者に必要な

資格に関する事項」に次のように記載（土木一式の上位２区分以外の場合の例）している。

(5)次の３つの条件を満たすこと。

ア 本市又は本市上下水道局が発注した工事のうち、平成 27 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31

日までに完成検査を受けた土木一式に係る全工事の平均点(小数点以下四捨五入)が 79 点以

上であること。

イ 本市又は本市上下水道局が発注した工事のうち、平成 30 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31

日までに完成検査を受けた土木一式の工事で標準点(70 点)未満の成績がないこと。

ウ 平成30年4月1日から令和2年3月31日までに指名停止期間がないこと。



５ 発注基準の総合数値別の平均成績点一覧

工  種
成績

区分 点数

土木一式

最上位（1050 点以上） ８５点

上位２番目（910 点以上） ８３点

上記以外 ７９点

建築一式

最上位（1000 点以上） ８０点

上位２番目（840 点以上） ８０点

上記以外 ７８点

とび・土工・コンクリ

ート

最上位（900 点以上） ８２点

上位２番目（740 点以上） ７９点

上記以外 ７８点

電気

最上位（840 点以上） ８１点

上位２番目（780 点以上） ８０点

上記以外 ７９点

管

最上位（825 点以上） ８０点

上位２番目（700 点以上） ８０点

上記以外 ８０点

機械器具設置

最上位（770 点以上） ８２点

上位２番目（715 点以上） ８１点

上記以外 ８０点

造園

最上位（780 点以上） ８０点

上位２番目（640 点以上） ７９点

上記以外 ７９点

水道施設

最上位（870 点以上） ８３点

上位２番目（820 点以上） ８２点

上記以外 ７９点

（参考）入札参加可否の参照表

過去５年度の土木一式におけ

る受注した全工事の平均点(少

数点以下四捨五入)

過去２年度の土木一式における

受注した全工事で標準点(70 点)

未満の成績の有無

過去２年度の指名

停止措置期間の有無

入札参加

可否

ａ社 ８０点 無 無 可

ｂ社 ８０点 無 有 否

ｃ社 ８０点 有 無 否

ｄ社 ８０点 過去２年に工事実績なし 無 可

ｅ社 過去５年に工事実績なし 無 無 否

（注）共同企業体での工事成績は、各構成員にそれぞれ同じ成績点を配点


